伊江村離島高校生修学支援費拡充補助金について

企業版ふるさと納税による財源を活用し、
伊江村離島高校生修学支援費補助金交付規則（以下「既存補助金」という。）
に基づく補助金に加算して交付する補助金
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※補助金交付規則がありますので、別添の
伊江村離島高校生修学支援費拡充補助金交付規則（以下「拡充　　補助金という。」をご確認のうえ「申請書」を教育委員会へご提出ください。
※右のQRコードより申請様式のダウンロードが可能です。　　　　【村HP】

【対象者】　
（１）　拡充補助金の対象者は、既存補助金の交付決定を受けた者
（２）既存補助金交付規則第２条の規定の対象ならない者であって、教育長が特別に認める者

【対象期間】
高等学校に在学中の期間とする。（最大４年）
【補助金額】
年間６万円（月5,000円）※振込は既存補助金と同様の措置
【提出書類等】	
（１）既存補助金の申請に伴う添付書類を提出した方は、提出したものとみなし
ます。　実績報告書も同様（同一の内容となる）ただし、請求書の提出は
必要です。
（２）の対象者は、申請書（様式第１号）、請求書（様式第２号）と実績報告書
（様式　第３号）の提出が必要です。
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拡充補助金請求書（様式第３号）
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